
【様式１】　『グリーン調達』 取引先調査票

業　　　態

記入者名

電話番号

1.　ISO14001認証に関する項目
認証機関 認証番号 ○/×

2.　｢グリーン調達｣への取り組みに関する項目　　　　　　　　　　　　　
○/×

3. 環境全般における自覚認識
▢アマダグループﾟの環境基本方針の理解、ｻﾌﾟﾗｲﾔｰとしての自覚・認識について教えてください。
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4. 法規制における周知
▢下記の法規制について理解していますか

№ ○/×

教育・情報提供
環境関連の教育・訓練を実施している。
著しい環境影響を及ぼす可能性の作業者には教育訓練を実施し、受講管理をしてる。
自社の環境保全に関する情報を提供している。
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環境側面
システム ⑥ 大気浄化法

⑦ モントリオール議定書

⑧ ストックホルム条約（POPｓ条約）

⑨ IEC62474

⑩ REACH規則

項目

記入日　　　　 年　　　　月　　　　日　

環境方針を定め、継続的な改善および汚染防止を誓約している。

開始した時期/開始予定日

計画・組織

環境に関する目的・目標がある。

目的・目標を達成する為の組織・責任者が明確になっている。

目的・目標を達成する為の実行計画が明確に定められている。

取得年月日/取得予定日

納入荷姿の改善、梱包材のﾘﾕｰｽ、ﾘｻｲｸﾙ化、運搬効率化に取り組んでいる

① 化審法

② 労働安全衛生法

③ 毒物及び劇物取締法

④ オゾン層保護法

⑤ RoHS指令

環境方針で環境に関する法令遵守を誓約している。

環境方針を文章化して、全ての従業員に周知させている。

項目

環境方針

環境保全に関する企業理念がある。

緊急事態への対応の仕組みがある。

環境活動における内部監査の仕組みがある。

製品ｱｾｽﾒﾝﾄの仕組みがある。

環境側面
システム

大気汚染に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

水質汚濁に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

廃棄物に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

悪臭、騒音、振動等に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

資源消費に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費に関して環境影響を評価・管理し、改善に努めている。

事業所名

所属部署

貴　社　名

所　在　地

項　　　　　目
ISO14001認証を取得済み

ｸﾞﾘｰﾝ調達を実施している
ｸﾞﾘｰﾝ調達の計画がある

ISO14001認証の取得計画がある

項　　　　　目



5. グリーン調達ガイドラインについての理解
▢ｻﾌﾟﾗｲﾁｪｰﾝ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄにおける責任と役割

№ ○/×

▢ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ改訂内容は理解していますか

№ ○/×

▢その他、環境に関するご意見など記載下さい。

以上、ご回答ありがとうございました。
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欧州REACH規則について

④ 使用管理物質の運用では、chemSHERPAによる含有判定の対応となります。
 弊社からchemSHERPAの依頼があった際、提出する準備は出来ますか。
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項目

26

項目

⑤ 或いは不使用証明書の準備はできますか

ｸﾞﾘｰﾝ調達_取引先調査票_Ver1.0

22 欧州RoHS指令について
① RoHS指令の内容はご存知ですか。

② RoHS指令の規制物質（物質数）はご存知ですか。
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② 部品供給していただいている「市販品、図面製作品、特定市販品」等で、
 禁止物質や管理物質の対応は理解出来ますか。

③ 使用管理物質においては、規制値(閾値)が規定されていますが理解出来ますか。

貴社は何次サプライヤーですか

① 1次サプライヤ―（Tier１）

② 2次サプライヤ―（Tier2）

③ 3次サプライヤ―（Tier3）

ｸﾞﾘｰﾝ調達ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

規制化学物質一覧

① 本ガイドラインの改訂に伴い基本的な内容は理解出来ますか。

④ それ以外

① REACH規則の内容はご存知ですか。(禁止物質、管理物質)

② REACHのSVHC（高懸念物質）についてご存知ですか。
（現在205物質にて、年２回追加更新される）

1次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ(2次ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ)と一緒に
取り組む体制はできていますか

① 2次サプライヤーから含有化学物質の情報を入手
　する体制はできていますか。

③ 供給してる部品内にSVHCの含有が0.1w%を超え、年当たり
1ﾄﾝ以上を欧州へ輸出してる場合、欧州化学品庁へ届出の義務
があることをご存知ですか。

④ 欧州化学品庁(ECHA)、又はお客様から問合せが来た際、
45日以内に1次回答を行うことをご存知ですか。

② 問い合せが発生した際、情報伝達の体制はできていますか。
　（調査内容に応じて対象物質の含有証明等を準備できる体制）


